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一

そ
　
の
　
他

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
一
日

山
梨
県
議
会
議
長

皆
　
　
川
　
　
　
　
　
巖

山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
議
会
事
務
局
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
行
政
文
書
（
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。」
を
「
山
梨
県
議
会
事
務
局
に
お
け
る
行
政
文
書
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

一

行
政
文
書
　
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
い
う
。

二

電
子
文
書
　
行
政
文
書
の
う
ち
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
で
あ

っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

三

総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
　
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
行
政
文
書
の
収
受
、
起
案
、
決

裁
、
保
存
、
廃
棄
そ
の
他
行
政
文
書
に
関
す
る
一
連
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

四

電
子
決
裁
　
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
利
用
し
て
電
子
的
方
法
に
よ
り
電
子

文
書
の
決
裁
を
行
う
方
法
を
い
う
。

五

電
子
署
名
　
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

第
二
条
中
「
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。）」
を
削
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
及
び
行
政
文
書
収
発
簿
（
第
二
号
様
式
）」
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第

三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「「
梨
議
」（
当
該
課
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
建
制
順
に
従
い
一

連
番
号
を
付
け
た
も
の
。）」
を
「
別
表
第
一
に
定
め
る
課
名
の
略
字
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
訓
令
（
乙
）、
達
、
指
令
及
び
往
復
文
書
の
番
号
は
そ
の
月
ご
と
の
」
を
削

り
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

訓
令
（
乙
）
、
達
、
指
令
及
び
往
復
文
書
の
番
号
は
毎
年
四
月
一
日
を
起
番
と
し
、
年
度
ご
と
の

一
連
番
号
と
す
る
。

第
十
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項

と
し
、
同
条
第
八
項
を
削
る
。

第
十
一
条
第
六
項
中
「
、
継
続
文
書
一
覧
表
（
第
三
号
様
式
）
を
総
務
課
長
に
提
出
し
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第

五
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
四
号
様
式
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
八
号
様

式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
五
項
中
「
、
行
政
文
書
収
発
簿
付
票
（
第
九
号
様
式
）
に
件
名
、
受
信
者
名
等
を
記
入

し
て
共
通
の
番
号
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
の
行
政
文
書
収
発
簿
へ
の
記

入
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
主
任
者
は
」
を
削
り
、「
も
の
と
す
る
」
を

「
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
に
つ
い
て
行
政
文
書
収

発
簿
に
必
要
事
項
を
記
入
し
」
を
「
を
収
受
す
る
と
き
は
、
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
必
要

事
項
を
登
録
し
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
行
政
文
書
」
の
下
に
「
及

び
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
到
達
し
た
電
子
文
書
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。主

務
課
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
文
書
の
う
ち
課
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
総
務
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「（
口
頭
で
受
理
し
た
事
案
の
処
理
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
口
頭
受
理
用
紙

（
第
十
号
様
式
）
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
口
頭
受
理
用
紙
を
」
を

山
梨
県
公
報
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外
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「
ま
と
め
た
も
の
を
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条

削
除

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「（
起
案
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
文
書
の
起
案
は
」
を
「
前
項
た
だ
し
書

の
場
合
に
お
い
て
、
行
政
文
書
の
起
案
は
」
に
、「（
第
十
一
号
様
式
）、
継
続
用
紙
（
第
十
二
号
様
式
）」

を
「（
第
七
号
様
式
）」
に
、「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第

十
四
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第

四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

主
任
者
は
、
行
政
文
書
の
起
案
を
、
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
課
長
が
こ
れ
に
よ
り
難
い
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
主
任
者
は
、
行
政
文
書
に
つ
い
て
件
名
そ
の
他
必
要
事

項
を
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
当
該
例
文
を
印
刷
し
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
起
案
文
書
の
修
正
等
）

第
二
十
三
条

起
案
文
書
の
内
容
を
修
正
し
た
者
は
、
当
該
修
正
部
分
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
正
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
電
子
決
裁
に
よ
ら
な
い
と
き
は
、
当
該
修
正

を
行
っ
た
者
が
当
該
修
正
部
分
に
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
修
正
が
用
字
、
用

語
、
文
体
等
の
形
式
上
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

電
子
決
裁
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
起
案
文
書
が
重
大
な
修
正
を
受
け
て
決
裁
さ
れ
た
と
き

は
、
起
案
者
に
お
い
て
、
修
正
前
に
回
議
又
は
合
議
し
た
関
係
者
に
回
覧
し
、
又
は
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
起
案
が
廃
案
に
な
っ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
事
案
」
を
「
電
子
決
裁
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
事
案
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
起
案
文
書
」
を
「
前
項
の
場
合
を
除
き
、
起
案
文
書
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第

二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

電
子
決
裁
に
よ
り
処
理
す
る
起
案
文
書
の
う
ち
、
事
案
が
重
要
な
も
の
、
秘
密
を
要
す
る
も
の
又

は
急
施
を
要
す
る
も
の
は
、
そ
の
旨
を
明
示
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
中
「
議
長
」
を
「
電
子
決
裁
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
議
長
」
に
、「
第
十
七
号

様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
起
案
文
書
と
と
も
に
文
書
管
理
担
当
者
に
提
出
し
」
を
「
決
裁
日
そ
の
他
所
要
の

事
項
を
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

一
　
速
や
か
に
浄
書
し
、
及
び
校
合
す
る
こ
と
。

二

電
子
文
書
を
除
く
行
政
文
書
の
う
ち
、
料
金
後
納
の
方
法
に
よ
る
発
送
文
書
に
つ
い
て
は
、
文

書
管
理
担
当
者
に
提
出
す
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
印
の
押
印
）

第
二
十
九
条

電
子
文
書
を
発
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
子
署
名
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
文
書
を
発
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
印
を
押
印
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
発
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
電
子
署
名

又
は
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

照
会
、
回
答
、
通
知
、
依
頼
、
報
告
等
（
部
外
の
も
の
に
対
し
て
発
す
る
行
政
文
書
に
あ
っ
て

は
、
軽
易
な
も
の
に
限
る
。）

二
　
本
、
雑
誌
、
事
務
処
理
手
引
、
資
料
、
用
紙
等
の
送
付
書

三
　
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
軽
易
な
文
書

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
文
書
が
部
外
の
も
の
に
対

し
て
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
発
信
者
名
の
下
に
「（
公
印
省
略
）」
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
よ
ら
な
い
も
の
」
の
下
に
「
及
び
電
子
文
書
」
を
加
え
、「
、
起
案
文
書
と

と
も
に
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
総
務
課
長
は
、」
の
下
に
「
電
子
文
書
を
除
く
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
料
金
後
納
」
を
「
電
子
文
書
を
除
く
行
政
文

書
の
う
ち
、
料
金
後
納
」
に
、「
第
十
九
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
料
金
後
納
」
を
「
電
子
文
書
を
除
く
行
政
文
書
の
う
ち
、
料
金
後
納
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

文
書
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
庁
内
の
所
属
へ
施
行
す
る
場
合
　
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
る
送
信

二
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
へ
施
行
す
る
場
合
　
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
る
送
信

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
押
印
及
び

電
子
署
名
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
　
企
画
部
情
報
政
策
課
長
が
運
用
す
る
電
子
メ
ー
ル

シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
る
送
信

第
三
十
一
条
第
五
項
中
「
総
務
課
長
は
」
の
下
に
「
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
を
受
け
た

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
の
二
　
　
平
成
十
六
年
六
月
一
日

二



文
書
の
」
を
加
え
、「
第
二
十
号
様
式
」
を
「
第
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
第
六
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
省
略
し
た
文
書
（
電
子
文
書
を
除
く
。）
に

つ
い
て
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
利
用
に
よ
る
送
信
の
方
法
に
よ
り
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条

削
除

第
三
十
五
条
中
「
第
二
十
一
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十

四
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
請
願
陳
情
付
託
予
定
伺
（
第
二
十
三
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
行
政
文
書
は
」
を
「
行
政
文
書
（
電

子
文
書
を
除
く
。）
は
」
に
、「
第
二
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
第
二
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
六
号
様
式
」
を

「
第
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

電
子
文
書
は
、
総
合
的
行
政
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
内
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
八
号
様
式
」
に
、「
第
二
十
八
号
様
式
」

を
「
第
十
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文
書
管
理
主
任
は
」
の
下
に
「
、
電
子
文
書
の
場

合
を
除
き
」
を
、「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
総
務
課
長
の
引
継
ぎ
の
承
認
を
得
た
行
政
文
書
に
つ
い
て
、」

を
加
え
、「
そ
の
行
政
文
書
」
を
「
当
該
行
政
文
書
」
に
、「
第
二
十
九
号
様
式
」
を
「
二
十
号
様
式
」

に
、「
第
三
十
号
様
式
」
を
「
第
二
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　
文
書
管
理
者
が
課
内
に
お
い
て
保
存
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
行
政
文
書

第
四
十
条
第
一
項
中
「
保
存
文
書
閲
覧
（
貸
出
）
票
（
第
三
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
同

項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
四
号
様
式
」
を
「
第
二
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第

七
項
を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
に
合
議
の
上
」
を
「
の
申
請
に
基
づ
き
承
認
し
た
も
の
に
つ
い
て
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
事
務
局
長
の
決
裁
」
を
「
総
務
課
長
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
主
務
課
長
」
を
「
総
務
課
長
」
に
、「
と
き
は
、
総
務
課
長
に
申
請
す
る
も
の
と
し
、

申
請
を
受
け
た
総
務
課
長
は
、
事
務
局
長
の
決
裁
を
受
け
て
」
を
「
と
し
て
主
務
課
長
が
申
請
し
た
保

存
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
申
請
を
承
認
し
た
も
の
を
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
協
議
の
上
事
務

局
長
の
決
裁
を
受
け
て
」
を
「
の
承
認
を
受
け
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条

削
除

別
表
を
別
表
第
二
と
し
、
同
表
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

課
　
　
名
　
　
課
名
の
略
字

総
務
課
　
　
　
　
議
総

議
事
調
査
課
　
　
議
調

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
削
り
、
第
四
号
様
式
を
第
二
号
様
式
と
し
、
第
五
号
様
式
か
ら
第

八
号
様
式
ま
で
を
第
三
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
と
し
、
第
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
の
二
　
　
平
成
十
六
年
六
月
一
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
の
二
　
　
平
成
十
六
年
六
月
一
日

四

第７号様式（第１６条関係）



第
九
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
を
削
り
、
第
十
三
号
様
式
を
第
八
号
様
式
と
し
、
第
十
四
号

様
式
を
第
九
号
様
式
と
し
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
を
削
り
、
第
十
七
号
様
式
を
第
十
号

様
式
と
し
、
第
十
八
号
様
式
を
削
り
、
第
十
九
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
か
ら

第
十
四
号
様
式
と
し
、
第
二
十
三
号
様
式
を
削
り
、
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
三
十
号
様
式
ま
で
を
第

十
五
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
と
し
、
第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
三
号
様
式
ま
で
を
削
り
、

第
三
十
四
号
様
式
を
第
二
十
二
号
様
式
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
の
二
　
　
平
成
十
六
年
六
月
一
日

五
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